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○
内
閣
府
設
置
法 

（
平
成
十
一
年
七
月
十
六
日
法
律
第
八
十
九
号
）                                                                                  

最
終
改
正
：
平
成
一
五
年
六
月
一
一
日
法
律
第
七
〇
号 

第
三
款 
審
議
会
等  

（
設
置
）  

第
三
十
七
条  
本
府
に
、
国
民
生
活
審
議
会
を
置
く
。 

（
省
略
） 

（
国
民
生
活
審
議
会
）  

第
三
十
八
条  

国
民
生
活
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一 

内
閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
各
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
国
民
生
活
の
安
定
及
び
向
上

に
関
す
る
経
済
の
発
展
の
見
地
か
ら
の
基
本
的
な
政
策
、
一
般
消
費
者
の
利
益
の
擁

護
及
び
増
進
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
、
市
民
活
動
の
促
進
並
び
に
個
人
情
報
の
適

正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。 

二 

前
号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
各
大
臣
に
意
見

を
述
べ
る
こ
と
。 

三 

国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
及
び
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処

理
す
る
こ
と
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
民
生
活
審
議
会
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
委
員

そ
の
他
の
職
員
そ
の
他
国
民
生
活
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令

で
定
め
る
。 

       

○
国
民
生
活
審
議
会
令 

（
昭
和
三
十
六
年
六
月
一
日
政
令
第
百
五
十
五
号
） 

                

最
終
改
正
：
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
○
三
号

〔
中
央
省
庁
等
改
革
の
た
め
の
内
閣
関
係
政
令
等
の
整
備
に
関
す
る
政
令
に

よ
る
改
正
〕 

 

内
閣
は
、
経
済
企
画
庁
設
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
三
号
）
第
十
四

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

（
組
織
）  

第
一
条  

国
民
生
活
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。）
は
、
委
員
三
十
人
以

内
で
組
織
す
る
。 

２  

特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
審
議
会
に
、
臨

時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

３  

専
門
の
事
項
を
調
査
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
審
議
会
に
、
専
門
委

員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

４  

審
議
会
に
、
幹
事
を
置
く
。 

（
会
長
）  

第
二
条  

審
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。 

２  

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。 

３  

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の

職
務
を
代
理
す
る
。 

（
委
員
、
臨
時
委
員
、
専
門
委
員
及
び
幹
事
）  

第
三
条  

委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
及
び
一
般
消
費
者
の
意
見
を
代
表
す
る

者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。 
２  

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
者

の
残
任
期
間
と
す
る
。 
３  
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４  

臨
時
委
員
は
、
当
該
特
別
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
及
び
一
般
消

費
者
の
意
見
を
代
表
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。 

５  

臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
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議
を
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 
６  
専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
及
び
一
般
消

費
者
の
意
見
を
代
表
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。 

７  

専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が

終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

８  

幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す

る
。 

９  

幹
事
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委

員
を
補
佐
す
る
。 

１
０  

委
員
、
臨
時
委
員
、
専
門
委
員
及
び
幹
事
は
、
非
常
勤
と
す
る
。 

（
意
見
の
聴
取
）  

第
四
条  

審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、

学
識
経
験
の
あ
る
者
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
意
見
を
き
く
こ
と
が
で
き
る
。 

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）  

第
五
条  

審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、

関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必

要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
部
会
）  

第
六
条  

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。 

２  

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。 

３  

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
会
長
の
指
名
す
る
委
員
が
こ
れ
に
当
た
る
。 

４  

部
会
長
は
、
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。 

５  

部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ

の
職
務
を
代
理
す
る
。 

６  

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
つ
て
審
議
会

の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
議
事
）  

第
七
条  

審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出

席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２  

審
議
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出

席
し
た
も
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。 

３  

前
二
項
の
規
定
は
、
部
会
の
議
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
庶
務
）  

第
八
条  

審
議
会
の
庶
務
は
、
内
閣
府
国
民
生
活
局
総
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。 

（
雑
則
）  

第
九
条  

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
会
長
が
審
議
会
に
は
か
つ
て
定
め
る
。 
 

附
則  
 

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附
則 

（
昭
和
四
〇
年
六
月
一
日
政
令
第
一
八
二
号
）  

１  

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２  

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
国
民
生
活
向
上
対
策
審
議
会
の
委
員
で
あ
る
者

は
、
そ
の
際
改
正
後
の
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
民
生
活
審
議
会
の
委

員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
任
期
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
任
期
か
ら
そ
の
者
が
国
民
生
活
向
上
対
策
審
議
会
の

委
員
と
し
て
在
任
し
た
期
間
を
控
除
し
た
期
間
と
す
る
。 

３  

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
国
民
生
活
向
上
対
策
審
議
会
令
第
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
諮
問
さ
れ
て
い
る
事
項
は
、
そ
の
際
改
正
後
の
同
項

の
規
定
に
よ
り
諮
問
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

附
則 

（
平
成
六
年
二
月
一
四
日
政
令
第
二
二
号
）  

１  

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２  

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
国
民
生
活
審
議
会
又
は
経
済
審
議
会
の
臨
時
委

員
で
あ
る
者
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
生
活
審
議
会
令
第
四

条
第
四
項
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
経
済
審
議
会
令
第
三
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
国
民
生
活
審
議
会
又
は
経
済
審
議
会
の
特
別
委
員
と
し
て
任

命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

附
則 

（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
三
号
） 

抄  
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（
施
行
期
日
） 
第
一
条  

こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成

十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
国
民
生
活
審
議
会
の
委
員
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条  
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
従
前
の
経
済
企
画
庁
の
国
民
生
活
審
議
会

の
委
員
で
あ
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
国
民
生
活
審
議
会
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
国
民
生
活
審
議
会

令
」
と
い
う
。）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
府
の
国
民
生
活
審
議
会

の
委
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
任

命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
任
期
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
日
に
お
け
る
従
前
の
経
済
企
画
庁
の
国
民
生
活
審
議
会
の
委
員
と
し

て
の
任
期
の
残
任
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。 

２  

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
従
前
の
経
済
企
画
庁
の
国
民
生
活
審
議
会
の
会

長
で
あ
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
、
新
国
民
生
活
審
議
会
令
第
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
府
の
国
民
生
活
審
議
会
の
会
長
と
し
て
定
め
ら

れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３  

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
従
前
の
経
済
企
画
庁
の
国
民
生
活
審
議
会
の
特

別
委
員
で
あ
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
、
新
国
民
生
活
審
議
会
令
第

三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
府
の 

国
民
生
活
審
議
会
の
臨
時
委
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

４  

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
従
前
の
経
済
企
画
庁
の
国
民
生
活
審
議
会
の
専

門
委
員
（
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。）
で

あ
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
、
新
国
民
生
活
審
議
会
令
第
三
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
府
の
国
民
生
活
審
議
会
の
専
門
委
員
と
し
て
任
命
さ

れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

      

○
国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法 

（
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
法
律
第
百
二
十
一
号
） 

                    

最
終
改
正
：
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一
〇
二
号 

（
国
民
生
活
審
議
会
へ
の
諮
問
等
）  

第
二
十
七
条  

国
民
生
活
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。）
は
、
内
閣
総
理

大
臣
又
は
関
係
各
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
生
活
関
連
物
資
等
の
割
当
て
又
は
配

給
そ
の
他
こ
の
法
律
の
運
用
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。 

２  

審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
各

大
臣
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
        

○
消
費
者
保
護
基
本
法 

（
昭
和
四
十
三
年
五
月
三
十
日
法
律
第
七
十
八
号
） 

                    

最
終
改
正
：
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一
〇
二
号 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
） 

 

第
二
章 

消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
施
策
等
（
第
七
条
―
第
十
五
条
） 

 

第
三
章 

行
政
機
関
等
（
第
十
六
条
・
第
十
七
条
） 

 

第
四
章 

消
費
者
保
護
会
議
等
（
第
十
八
条
―
第
二
十
条
） 

 

附
則 

 
第
一
章 

総
則  

 

（
目
的
）  

第
一
条  
こ
の
法
律
は
、
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
関
し
、
国
、
地
方

公
共
団
体
及
び
事
業
者
の
果
た
す
べ
き
責
務
並
び
に
消
費
者
の
果
た
す
べ
き
役
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割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
そ
の
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と

に
よ
り
、
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
関
す
る
対
策
の
総
合
的
推
進
を

図
り
、
も
つ
て
国
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。 

（
国
の
責
務
）  

第
二
条  

国
は
、
経
済
社
会
の
発
展
に
即
応
し
て
、
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
総

合
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）  

第
三
条  

地
方
公
共
団
体
は
、
国
の
施
策
に
準
じ
て
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、

当
該
地
域
の
社
会
的
、
経
済
的
状
況
に
応
じ
た
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
施
策

を
策
定
し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
事
業
者
の
責
務
）  

第
四
条  

事
業
者
は
、
そ
の
供
給
す
る
商
品
及
び
役
務
に
つ
い
て
、
危
害
の
防
止
、

適
正
な
計
量
及
び
表
示
の
実
施
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
国
又
は

地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
責
務

を
有
す
る
。 

２  

事
業
者
は
、
常
に
、
そ
の
供
給
す
る
商
品
及
び
役
務
に
つ
い
て
、
品
質
そ
の

他
の
内
容
の
向
上
及
び
消
費
者
か
ら
の
苦
情
の
適
切
な
処
理
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
消
費
者
の
役
割
）  

第
五
条  

消
費
者
は
、
経
済
社
会
の
発
展
に
即
応
し
て
、
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
消

費
生
活
に
関
す
る
必
要
な
知
識
を
修
得
す
る
と
と
も
に
、
自
主
的
か
つ
合
理
的

に
行
動
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に

積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。 

（
法
制
上
の
措
置
等
）  

第
六
条  

国
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
な
関
係
法
令
の
制

定
又
は
改
正
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２  

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
章 

消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
施
策
等  

（
危
害
の
防
止
）  

第
七
条  

国
は
、
国
民
の
消
費
生
活
に
お
い
て
商
品
及
び
役
務
が
国
民
の
生
命
、

身
体
及
び
財
産
に
対
し
て
及
ぼ
す
危
害
を
防
止
す
る
た
め
、
商
品
及
び
役
務
に

つ
い
て
、
必
要
な
危
害
防
止
の
基
準
を
整
備
し
、
そ
の
確
保
を
図
る
等
必
要
な

施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
計
量
の
適
正
化
）  

第
八
条  

国
は
、
消
費
者
が
事
業
者
と
の
間
の
取
引
に
際
し
計
量
に
つ
き
不
利
益

を
こ
う
む
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
商
品
及
び
役
務
に
つ
い
て
適
正

な
計
量
の
実
施
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
規
格
の
適
正
化
）  

第
九
条  

国
は
、
商
品
の
品
質
の
改
善
及
び
国
民
の
消
費
生
活
の
合
理
化
に
寄
与

す
る
た
め
、
商
品
及
び
役
務
に
つ
い
て
、
適
正
な
規
格
を
整
備
し
、
そ
の
普
及

を
図
る
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２  

前
項
の
規
定
に
よ
る
規
格
の
整
備
は
、
技
術
の
進
歩
、
消
費
生
活
の
向
上
等

に
応
じ
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

（
表
示
の
適
正
化
等
）  

第
十
条  

国
は
、
消
費
者
が
商
品
の
購
入
若
し
く
は
使
用
又
は
役
務
の
利
用
に
際

し
そ
の
選
択
等
を
誤
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
商
品
及
び
役
務
に
つ

い
て
、
品
質
そ
の
他
の
内
容
に
関
す
る
表
示
制
度
を
整
備
し
、
虚
偽
又
は
誇
大

な
表
示
を
規
制
す
る
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
公
正
自
由
な
競
争
の
確
保
等
）  

第
十
一
条  

国
は
、
商
品
及
び
役
務
の
価
格
等
に
つ
い
て
公
正
か
つ
自
由
な
競
争

を
不
当
に
制
限
す
る
行
為
を
規
制
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
国
民
の
消
費
生
活
に
お
い
て
重
要
度
の
高
い
商
品
及
び
役
務
の
価
格
等
で

あ
つ
て
そ
の
形
成
に
つ
き
決
定
、
認
可
そ
の
他
の
国
の
措
置
が
必
要
と
さ
れ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
を
講
ず
る
に
あ
た
り
、
消
費
者
に
与
え
る

影
響
を
十
分
に
考
慮
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
啓
発
活
動
及
び
教
育
の
推
進
）  

第
十
二
条  
国
は
、
消
費
者
が
自
主
性
を
も
つ
て
健
全
な
消
費
生
活
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
商
品
及
び
役
務
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
情

報
の
提
供
、
生
活
設
計
に
関
す
る
知
識
の
普
及
等
消
費
者
に
対
す
る
啓
発
活
動
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を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
消
費
生
活
に
関
す
る
教
育
を
充
実
す
る
等
必
要
な
施

策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
意
見
の
反
映
）  

第
十
三
条  
国
は
、
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
適
正
な
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に

資
す
る
た
め
、
消
費
者
の
意
見
を
国
の
施
策
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
制
度
を
整

備
す
る
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
試
験
、
検
査
等
の
施
設
の
整
備
等
）  

第
十
四
条  

国
は
、
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
施
策
の
実
効
を
確
保
す
る
た
め
、

商
品
の
試
験
、
検
査
等
を
行
な
う
施
設
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ

て
試
験
、
検
査
等
の
結
果
を
公
表
す
る
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
苦
情
処
理
体
制
の
整
備
等
）  

第
十
五
条  

事
業
者
は
、
消
費
者
と
の
間
の
取
引
に
関
し
て
生
じ
た
苦
情
を
適
切

か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
等
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２  

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。）
は
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
の
取
引
に
関
し

て
生
じ
た
苦
情
の
処
理
の
あ
つ
せ
ん
等
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３  

国
及
び
都
道
府
県
は
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
の
取
引
に
関
し
て
生
じ
た

苦
情
が
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講

ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
章 

行
政
機
関
等  

（
行
政
組
織
の
整
備
及
び
行
政
運
営
の
改
善
）  

第
十
六
条  

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
施
策
を
講
ず

る
に
つ
き
、
総
合
的
見
地
に
立
つ
た
行
政
組
織
の
整
備
及
び
行
政
運
営
の
改
善

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
消
費
者
の
組
織
化
）  

第
十
七
条  

国
は
、
消
費
者
が
そ
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
を
図
る
た
め
の

健
全
か
つ
自
主
的
な
組
織
活
動
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。 

 

第
四
章 

消
費
者
保
護
会
議
等  

（
消
費
者
保
護
会
議
）  

第
十
八
条  

内
閣
府
に
、
消
費
者
保
護
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。）
を
置
く
。 

２  

会
議
は
、
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
基
本
的
な
施
策
の
企
画
に
関
し
て
審
議

し
、
及
び
そ
の
施
策
の
実
施
を
推
進
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

第
十
九
条  

会
議
は
、
会
長
及
び
委
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。 

２  

会
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
つ
て
充
て
る
。 

３  

委
員
は
、
内
閣
官
房
長
官
、
関
係
行
政
機
関
の
長
及
び
内
閣
府
設
置
法 

（
平

成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項 

に
規
定
す
る
特
命
担
当
大
臣
の

う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。 

４  

会
議
に
、
幹
事
を
置
く
。 

５  

幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す

る
。 

６  

幹
事
は
、
会
議
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
会
長
及
び
委
員
を
助
け
る
。 

７  

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

（
国
民
生
活
審
議
会
）  

第
二
十
条  

消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
基
本
的
事
項
の
調
査
審
議
に
つ
い
て
は
、

こ
の
法
律
に
よ
る
ほ
か
、
内
閣
府
設
置
法
第
三
十
八
条 

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
国
民
生
活
審
議
会
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

附
則 

抄  

１  

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附
則 

（
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
日
法
律
第
七
八
号
）  

１  

こ
の
法
律
（
第
一
条
を
除
く
。）
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。 
２  

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
法
律
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
て
い

る
機
関
等
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
は
国
家
行
政
組
織
法
又
は
こ
の
法

律
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
（
以
下
「
関
係
政
令
」

と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
関
し
必
要
と
な
る
経

過
措
置
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
し

必
要
と
な
る
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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附
則 

（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一
〇
二
号
） 

抄  
（
施
行
期
日
） 

第
一
条  

こ
の
法
律
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律

第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

二  

附
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
、
第

二
十
八
条
並
び
に
第
三
十
条
の
規
定 

公
布
の
日 

 

（
職
員
の
身
分
引
継
ぎ
） 

第
三
条  

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
従
前
の
総
理
府
、
法
務
省
、
外
務
省
、
大

蔵
省
、
文
部
省
、
厚
生
省
、
農
林
水
産
省
、
通
商
産
業
省
、
運
輸
省
、
郵
政
省
、

労
働
省
、
建
設
省
又
は
自
治
省
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
従
前
の
府
省
」
と

い
う
。）
の
職
員
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第

八
条
の
審
議
会
等
の
会
長
又
は
委
員
長
及
び
委
員
、
中
央
防
災
会
議
の
委
員
、

日
本
工
業
標
準
調
査
会
の
会
長
及
び
委
員
並
び
に 

こ
れ
ら
に
類
す
る
者
と
し

て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。）
で
あ
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い

限
り
、
同
一
の
勤
務
条
件
を
も
っ
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
の
内
閣
府
、
総
務

省
、
法
務
省
、
外
務
省
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産

省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
若
し
く
は
環
境
省
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
新
府
省
」
と
い
う
。）
又
は
こ
れ
に
置
か
れ
る
部
局
若
し
く
は
機
関
の
う
ち
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
当
該
職
員
が
属
す
る
従
前
の
府
省
又
は
こ
れ
に
置

か
れ
る
部
局
若
し
く
は
機
関
の
相
当
の
新
府
省
又
は
こ
れ
に
置
か
れ
る
部
局
若

し
く
は
機
関
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
相
当
の
職
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
別
に
定
め
る
経
過
措
置
） 

第
三
十
条  

第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施

行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
過
措
置
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。 

    

○ 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律 (

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日 

法
律
第
五
十
七
号) 

第
七
条   

政
府
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
一
体
的
な
推
進

を
図
る
た
め
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い

う
。）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
民
生
活
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
基
本
方
針
の
案
を
作

成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
～
５
（
略
） 


